
JP 2010-17440 A 2010.1.28

10

(57)【要約】
【課題】老人や身体障がい者が歩行するときに使用され
る歩行補助具において、グリップ部分の交換ができるよ
うにする。
【解決手段】上下方向に延びる前後２本の脚部２２，２
３の上端部が手で握るグリップ４１を有するハンドル２
４によって連結された左右一対の脚フレーム２１，２１
を備えるとともに、これらの脚フレーム２１，２１が、
脚フレームの前部において左右に連結された歩行補助具
１１であって、脚フレーム２１が、グリップ４１を有す
るグリップ保有部材４２と、このグリップ保有部材４２
を着脱可能に取り付ける脚フレーム本体２１ａを有し、
グリップ保有部材４２と脚フレーム本体２１ａとの間に
、グリップ保有部材４２の一方の端部の開口部４２ａに
挿入される第１挿入部５１と、他方の端部の開口部４２
ｂに挿入される出没自在の第２挿入部５２が備えられた
歩行補助具１１。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下方向に延びる前後２本の脚部の上端部が手で握るグリップを有するハンドルによっ
て連結された左右一対の脚フレームを備えるとともに、これらの脚フレームが、脚フレー
ムの前部において左右に連結された歩行補助具であって、
上記脚フレームが、上記グリップを有するグリップ保有部材と、このグリップ保有部材を
着脱可能に取り付ける脚フレーム本体を有し、
上記グリップ保有部材と脚フレーム本体との間に、グリップ保有部材の取り付け状態を固
定する固定手段が備えられた
歩行補助具。
【請求項２】
　前記グリップ保有部材が、前記ハンドルと脚部の一部を含む形状である
請求項１に記載の歩行補助具。
【請求項３】
　前記固定手段が、前記グリップ保有部材の両端に形成された開口部に挿入される挿入部
で構成された
請求項１または請求項２に記載の歩行補助具。
【請求項４】
　前記グリップ保持部材が、前記ハンドルと脚部の一部を含む形状であるとともに、
前記固定手段が、上記グリップ保有部材の両端に形成された開口部のうちの一方に挿入さ
れるべく予め突出した第１挿入部と、開口部の他方に挿入されるべく出没自在に形成され
た第２挿入部で構成された
請求項１に記載の歩行補助具。
【請求項５】
　前記一対の脚フレームが、下側ほど開くハの字形に連結された
請求項１から請求項４のうちのいずれか一項に記載の歩行補助具。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、たとえば老人や身体障がい者が歩行するときに使用される歩行補助具に関
し、より詳しくは、グリップ部分の交換ができるような歩行補助具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このような歩行補助具として、老人等の使用者が両手で掴んで体を支え、足を運ぶごと
に歩行補助具の位置を前に進めて使用する、下記特許文献１に開示されているようなもの
が提案されている。
【０００３】
　この歩行補助具は、略逆Ｕ字状に形成された左右一対のパイプ状本体をパイプ状本体の
前部において連結して平面視コ字状にした構造である。
【０００４】
　パイプ状本体の上端の水平に延びる部分には、手で握ったときにすべりを防止し、握り
易くするためのグリップが一体に固定されている。
【０００５】
　また、この歩行補助具では特に、上記のグリップの下方に、このグリップと平行になる
ように下段のグリップを備えている。この下段のグリップは、着座姿勢から歩行補助具を
用いて立ち上がる場合や、歩行補助具で立った姿勢から着座する場合の動作を無理なく行
えるようにするためのものである。
【特許文献１】登録実用新案第３０７５０１５号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記のようにグリップは、パイプ状本体に対して一体であるので、グリップのみの交換
ができない。
【０００７】
　このため、使用によりグリップが劣化すると困るため、握ったときの状態よりも、耐久
性のほうが重視されていて、合成ゴムからなるグリップが一般に使用されていた。
【０００８】
　また、歩行補助具は、個人や施設で購入して使用されるほか、レンタル業者が購入して
この業者から借りて使用する場合もある。
【０００９】
　このため、使用者が変わったときにグリップを交換できるようにすることが、望ましい
。
【００１０】
　そこで、この発明は、グリップが劣化したり損傷したりした場合やその他の必要なとき
に簡単にグリップを交換できるようにすることを主たる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　そのための手段は、上下方向に延びる前後２本の脚部の上端部が手で握るグリップを有
するハンドルによって連結された左右一対の脚フレームを備えるとともに、これらの脚フ
レームが、脚フレームの前部において左右に連結された歩行補助具であって、上記脚フレ
ームが、上記グリップを有するグリップ保有部材と、このグリップ保有部材を着脱可能に
取り付ける脚フレーム本体を有し、上記グリップ保有部材と脚フレーム本体との間に、グ
リップ保有部材の取り付け状態を固定する固定手段が備えられた歩行補助具である。
【００１２】
　グリップを交換しようとする場合には、固定手段を解除して、取り付けられているグリ
ップ保有部材を外したのち、別のグリップ保有部材を、固定手段を利用して脚フレーム本
体に固定する。つまり、グリップのみではなく、脚フレームの一部も一緒に交換する。
【００１３】
　ここで、上記のグリップ保有部材は、ハンドルと脚部の一部を含む形状であるとよい。
すなわち、グリップ保有部材の両端部の長さ方向の向きが異なる形状であるとよい。この
場合には、たとえば異なる方向から突出する部位でグリップ保有部材の固定ができるので
、簡単な構造で強固な固定状態となる。
【００１４】
　また、固定手段は、グリップ保有部材の両端に形成された開口部に挿入される挿入部で
構成されたものであるとよい。挿入部の挿入だけで固定できるので、構造を簡素化できる
。
【００１５】
　より具体的には、グリップ保持部材が、ハンドルと脚部の一部を含む形状であるととも
に、固定手段が、グリップ保有部材の両端に形成された開口部のうちの一方に挿入される
べく予め突出した第１挿入部と、開口部の他方に挿入されるべく出没自在に形成された第
２挿入部で構成されたものであるとよい。
【００１６】
　グリップ保有部材の交換に際しては、第２挿入部を押し下げて後退させれば、グリップ
保有部材の一方の端部の固定が解除され、この状態のままグリップ保有部材の他方の端部
を第１挿入部から外せば、グリップ保有部材を取り外せる。逆に、グリップ保有部材の他
方の端部を第１挿入部に差し込んでから、一方の端部を、後退させた第２挿入部に対応す
る位置に位置させて第２挿入部を突出させれば固定ができ、その作業は簡単である。しか
も、グリップ保有部材の両端部の向きはそれぞれ異なるので、固定状態は強固である。
【００１７】
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　さらにまた、一対の脚フレームは、下側ほど開くハの字形に連結されるとよい。グリッ
プ保有部材を持ち上げたときに、グリップ保有部材が第１挿入部や第２挿入部からまっす
ぐに抜ける方向に力がかからないので、高い一体性を保てる。
【発明の効果】
【００１８】
　以上のように、この発明によれば、固定手段を操作することによりグリップを備えたグ
リップ保有部材を交換でき、グリップの劣化や損傷、使用者の交代、使用者の好みなどに
容易に対応できる。
【００１９】
　しかも、グリップは、グリップ保有部材に一体に固定されているので、グリップのみを
交換する場合のように、ハンドルに対するグリップの一体性が、ねじの締め忘れや緩みな
どによって損なわれるようなことはなく、安全性も高い。
【００２０】
　また、グリップの交換ができるので、耐久性の面だけにとらわれず、グリップとしての
機能性を重視した最適なグリップを使用できる。このため、より使用しやすい歩行補助具
を得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　この発明を実施するための一形態を、以下図面を用いて説明する。　
　図１は、歩行補助具１１の斜視図、図２はその正面図であり、これらの図に示すように
歩行補助具１１は、左右一対の脚フレーム２１，２１と、これらの脚フレーム２１，２１
を脚フレーム２１の前部において下側ほど開くハの字形になるように左右に連結する連結
手段３１とを有する。図示例の歩行補助具１１は、左右の脚フレーム２１，２１が固定さ
れている固定式のものである。
【００２２】
　そして、この歩行補助具１１では、使用時に使用者が手で握る部分として脚フレーム２
１の上端部に備えられたグリップ４１部分が交換できるように構成されている。
【００２３】
　上記の脚フレーム２１は、全体として、上下方向に延びる前後２本の脚部２２，２３の
上端部が水平方向に延びるハンドル２４によって連結された逆Ｕ字状に、アルミ等の金属
製のパイプによって形成されている。２本の脚部２２，２３は、下側ほど開くハの字形に
配設され、各脚部２２，２３の長さ方向の中間部は、上端部のハンドル２４と平行な第２
ハンドル２５によって強固に連結されている。
【００２４】
　また、各脚部２２，２３の下端部には、脚キャップ２６ａを備えた補助脚部２６が挿嵌
されており、複数段階の高さ調節が可能である。
【００２５】
　そして、ハンドル２４の後部側の略半分の部分と、後方の脚部２３の上端部を含む略横
Ｌ字形の部分は、両端に開口部４２ａ，４２ｂを有するパイプ状のグリップ保有部材４２
で構成されている。このグリップ保有部材４２は、脚フレーム２１におけるその他の部分
である脚フレーム本体２１ａに対して着脱可能である。また、グリップ保有部材４２にお
けるハンドル側の部位には、上記のグリップ４１が強固に一体に固定されている。
【００２６】
　グリップ４１には、ＰＶＡ（ポリビニルアルコール）製やウレタン製の発泡樹脂や合成
ゴムなどの適宜の材料からなるものを使用できるが、歩行補助具１１にふさわしいものを
、機能性を重視して選定する。
【００２７】
　脚フレーム本体２１ａにおけるグリップ保有部材４２を取り付ける部分の端部間は、グ
リップ保有部材４２と反対向きの横Ｌ字形をなす補強杆２７で連結され、脚フレーム２１
の形態が保持されている。
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【００２８】
　脚フレーム本体２１ａにおけるグリップ保有部材４２を取り付けるハンドル側端部２１
ｂと、脚部側端部２１ｃには、グリップ保有部材４２を固定するための固定手段としての
挿入部５１，５２が備えられる。挿入部５１，５２は、グリップ保有部材４２の両端の開
口部４２ａ，４２ｂに挿入される部分である。
【００２９】
　ハンドル側端部２１ｂの挿入部は、予め突出した第１挿入部５１で、脚部側端部２１ｃ
の挿入部は、出没自在の第２挿入部５２である。
【００３０】
　第１挿入部５１は、脚フレーム本体２１ａのハンドル側端部２１ｂ内に、別体のパイプ
部材をその端部を突出した状態で装着すれば構成できる。
【００３１】
　第２挿入部５２は、図３に示したように、脚フレーム本体２１ａの脚部側端部２１ｃ内
に摺動自在に収納される出没パイプ５３と、これを突出方向に付勢する付勢手段としての
バネ５４と、出没パイプ５３の突出状態をロックするロック手段５５で構成される。
【００３２】
　図４は、第２挿入部５２の拡大断面図、図５がその部分を前方側から見た一部破断正面
図である。
【００３３】
　これらの図に示すように、脚フレーム本体２１ａの脚部側端部２１ｃにおける前面側に
は、ロック手段５５の一部として、上端に円形の孔５６ａを備えた縦長溝状の切欠部５６
を有する。そして、脚フレーム本体２１の脚部側端部２１ｃの内側に収納される上記の出
没パイプ５３の前面側には、上記の切欠部５６のうち、円形の孔５６ａ部分に略対応する
形状の挿入孔５７が形成され、この挿入孔５７が切欠部５６の円形の孔５６ａ部分に位置
したときに上端部分が脚部側端部２１ｃの上端から突出するように、出没パイプ５３の長
さは設定されている。
【００３４】
　また、出没パイプ５３の下端部には、上側バネ受け部材５８が固定されている。上側バ
ネ受け部材５８は、上記のバネ５４の上端を受ける受け部５８ａを下端に有し、この受け
部５８ａの上側には、出没パイプ５３内に嵌る嵌入部５８ｂが形成されている。嵌入部５
８ｂは円柱状で、内部に挿入路５８ｃと適宜のぬすみ５８ｄを有する。
【００３５】
　上記の出没パイプ５３の挿入孔５７に対応する部位には、内部にむけて延びる断面たて
なが長方形の上記挿入路５８ｃが形成され、挿入路５８ｃの先端側の上方は開放されてい
る。挿入路５８ｃの基部側の上方部分は、上記ロック手段の一部としての規制段部５８ｅ
である。すなわち、この挿入路５８ｃにはロックピン５９が挿入される。
【００３６】
　ロックピン５９は、板状で両側に凹みを有するつまみ部５９ａと、つまみ部５９ａの先
端から突出する軸部５９ｂとで構成され、軸部５９ｂの基部５９ｃは断面円形をなし、脚
フレーム本体２１ａと出没パイプ５３の肉厚を足した程度の長さの円柱状に形成され、そ
れより先の部分は、略断面たてなが長方形に形成されて、上方に突出する係止爪５９ｄと
、この係止爪５９ｄを上方に付勢するバネ部５９ｅとを一体に上下に配設している。係止
爪５９ｄの基部側には、ロックピン５９を図４の仮想線で示したように引き出せるように
傾斜面５９ｆが形成されている。
【００３７】
　つまり、ロックピン５９を引き出すと、係止爪５９ｄの傾斜面５９ｆと規制段部５８ｅ
との協働により、ロックピン５９は引っ込む方向に付勢される。また、ロックピン５９を
引き出すと、ロックピン５９の軸部５９ｂの基部５９ｃが切欠部５６の円形の孔５６ａ部
分から外れ、バネ５４の付勢力に抗してロックピン５９を押し下げれば、これに連動して
出没パイプ５３が下方へ移動し、脚フレーム本体２１ａの脚部側端部２１ｃ内に入り込む
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ことになる。
【００３８】
　上記のバネ５４の下端は、図３に示したように、脚フレーム２１の後方の脚部２３内の
適宜位置に固定された下側バネ受け部材６０で受ける。
【００３９】
　上記の連結手段３１は、各脚フレーム２１，２１の前方の脚部２２同士を連結する第１
連結杆３２と、ハンドル２４の前方部分同士を連結する第２連結杆３３で構成されている
。
【００４０】
　第１連結杆３２は、複数段階に長さを調節できるようにしたもので、左右２個の第１連
結杆担体３２ａ，３２ｂで構成されている。各第１連結杆担体３２ａ，３２ｂは、脚フレ
ーム２１の前方の脚部２２に外嵌するパイプ状の支柱部３４と、この支柱部３４の長さ方
向の中間部から延設されたアーム部３５とを有し、各第１連結杆担体３２ａ，３２ｂのア
ーム部３５が相互に嵌め合い可能な太さに設定されている。アーム部３５の太さが細いほ
うの一方の第１連結杆担体３２ａのアーム部３５に、出没自在の突起３６を備え、他方の
第１連結杆担体３２ｂのアーム部３５には、上記の突起３６が嵌合する複数の孔部３７を
長さ方向に沿って間隔を隔てて備えている。
【００４１】
　第２連結杆３３は、連続的に長さを調節できるようにしたもので、左右２個の第２連結
杆担体３３ａ，３３ｂで構成されている。各第２連結杆担体３３ａ，３３ｂは、ハンドル
２４の下にスペーサ３８を介して回転可能に保持される、ハンドル２４と平行をなす短い
円柱状の取り付け部３９と、この取り付け部３９の先端に直角に連結されたアーム部４０
とを有し、各部材のアーム部４０が相互に嵌め合い可能な太さに設定されている。そして
、太さの太いアーム部４０を有した一方の第２連結杆担体３３ａの先端に、ロック部材３
３ｃが固定されている。ロック部材３３ｃは、レバー３３ｄを引き起こすとロックが解除
され、レバー３３ｄを倒すと内部のカム（図示せず）が他方の第２連結杆担体３３ｂのア
ーム部４０に圧接してロックがなされる構造である。
【００４２】
　以上のように構成された歩行補助具１１は、正面から見ても側面から見ても脚部２２，
２３がハの字形に開いた形態をなしており、安定性が良好である。
【００４３】
　使用に際しては、左右両側の脚フレーム２１，２１が体の両側に位置するように歩行補
助具１１のグリップ４１を手で持って体を支える。そして、足の運びにしたがって、歩行
補助具１１を持ち上げては下ろし、進行方向に移動させてゆく。また、着座姿勢から歩行
補助具１１につかまって立とうとするときや、歩行補助具１１によって起立した姿勢から
着座姿勢に移行するときには、両側の第２ハンドル２５を持って体を支える。
【００４４】
　なお、第２ハンドル２５は、一時的に使用する部分であって、この部分を持って歩行を
することはないので、グリップは不要であるが、装着しておくことも可能である。
【００４５】
　そして、使用によってグリップ４１が汚れたり破れたりした場合や、好みの色に変える
場合、使用者が代わる場合など、適宜の必要なときに、グリップ４１を有するグリップ保
有部材４２を交換する。
【００４６】
　交換は、ロックピン５９のつまみ部５９ａを持って引っ張り、引っ張った状態のまま下
に押し下げると、第２挿入部５２が下がって、グリップ保有部材４２の下側の端部の固定
状態が解除される。このため、図６に示したように、この状態のままグリップ保有部材４
２を第１挿入部５１から抜き取ればよい。
【００４７】
　グリップ保有部材４２を取り付けるときには、まずロックピン５９のつまみ部５９ａを
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持って引っ張って、そのまま下に押し下げて、第２挿入部５２を後退させる。この状態で
、図６に示した如く、グリップ保有部材４２の上側の端部の開口部４２ａを第１挿入部５
１に挿嵌し、グリップ保有部材４２の下側の端部の開口部４２ｂを、後退した第２挿入部
５２に対応する位置に位置させて、ロックピン５９の押し下げ状態を解除する。するとロ
ックピン５９と第２挿入部５２はバネ５４の付勢力で上方へ移動し、続いてロックピン５
９は規制段部５８ｅと係止爪５９ｄの傾斜面５９ｆと、係止爪５９ｄの下のバネ部５９ｅ
の協働により引っ込み、第２挿入部５２が突出した状態が保持される。
【００４８】
　第１挿入部５１と第２挿入部５２の向きは異なるので、それぞれがグリップ保有部材４
２に挿入された状態となるだけで、グリップ保有部材４２の固定ができ、その状態は強固
なものとなる。しかも、第２挿入部５２は、上記のようなロックピン５９等で突出するよ
うに付勢され、その状態が保持されるので、安全性を確保できる。
【００４９】
　そのうえ、一対の脚フレーム２１，２１は、正面から見ても側面から見ても下側ほど開
くハの字形をなすので、グリップ保有部材４２を持ち上げたときに、グリップ保有部材４
２が第２挿入部５２からまっすぐに抜ける方向に力がかからないので、この点からも高い
一体性を保てる。
【００５０】
　また、グリップ４１はグリップ保有部材４２に一体に固定されているので、グリップ４
１のみを交換する場合のように、ハンドルに対するグリップの一体性が不測に損なわれる
ようなことはなく、安全性も高い。
【００５１】
　また、グリップ４１の交換ができるので、グリップ４１には、機能性を重視した最適な
グリップ４１を使用できる。このため、使用者にとってより良い歩行補助具を提供できる
。
【００５２】
　なお、以上の説明では固定式の歩行補助具１１の例を示したが、図７に示したような、
左右の脚フレームを交互に動かせる交互式の歩行補助具１１とすることもできる。この交
互式の歩行補助具１１では、第１連結杆３２を２本備えるとともに、第２連結杆３３にお
ける左右２個の第２連結杆担体３３ａ，３３ｂを、端部にアール部分を有するアーム部４
０で構成し、このアーム部のアール部分側の端部がハンドル２４の下にスペーサ３８を介
して回転可能に保持されている。その他の部位については上記の構成と同一である。
【００５３】
　この発明の構成と、上記の一形態の構成との対応において、　
この発明の固定手段は、上記の第１挿入部５１、第２挿入部５２に対応し、　
この発明の挿入部は、上記の第１挿入部５１、第２挿入部５２に対応するも、　
この発明は上記の構成のみに限定されるものではなく、その他の形態を採用することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】歩行補助具の斜視図。
【図２】歩行補助具の正面図。
【図３】要部の断面図。
【図４】第２挿入部近傍の断面図。
【図５】第２挿入部近傍の一部破断正面図。
【図６】作用状態の側面図。
【図７】他の例に係る歩行補助具の斜視図。
【符号の説明】
【００５５】
　１１…歩行補助具
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　２１…脚フレーム
　２１ａ…脚フレーム本体
　２２，２３…脚部
　２４…ハンドル
　４１…グリップ
　４２…グリップ保有部材
　４２ａ，４２ｂ…開口部
　５１…第１挿入部
　５２…第２挿入部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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